
近年、ベトナムではM&Aが活発に行われています。
ベトナムローカル企業の買収のみならず、外国企業
（日本企業含む）のベトナム子会社を日本企業が買収す
るケースが増えてきています。この際、外国企業で発
生した資本譲渡益についてはベトナムでも課税される
こととなり、当該税金をベトナム企業が源泉徴収する
義務を負いますが、当該源泉徴収を行わず、買収した
ベトナム企業が追徴されるケースが増えてきています。
本稿では、当該資本譲渡税について解説するととも
に、日越租税条約に基づく免税申請手続及び留意点に
ついて解説いたします。

＜図1＞のように、外国法人（A）が外国法人（B）に
ベトナム法人の資本を譲渡する場合には、外国法人（A）
で発生する資本譲渡税をベトナム法人（C）が申告・源

泉徴収した上で税務当局に納税する必要があります。
ここで、ベトナム法人（C）が非公開会社である場合
には、下記の資本譲渡税がベトナムで課せられること
になります。

（Circular78／2014／TT-BTC第14条）

また、ベトナム法人（C）が公開会社である場合には、
譲渡価額×0.1％の資本譲渡税がベトナムで課せられ
ることになります（Circular103／2014／TT-BTC 

第13条）。
Circular156／2013／TT-BTC第12条によると、
税務申告書類の提出期限は資本譲渡に関する当局の承
認より10日以内となっています。
ここで、資本譲渡に関する当局の承認日の定義は、
明確には記載されていませんが、修正済みの投資登録
証明書・企業登録証明書の発行日のいずれか早いタイ
ミングと解釈されています。
資本譲渡に当たっては、通常、投資登録証明書・企
業登録証明書に記載されている出資者等の情報を変更
することになりますが、この修正後の上記証明書の発
行日をもって、当局から資本譲渡の承認があったもの
として、10日以内に税務申告書を提出します。
なお、上記計算方法に関する法令の改正が検討され
ており、資本譲渡税の計算方法を譲渡価額×2％とす
る改正案が検討されていますが、今のところ適用時期
は未定となっています。
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▶図1　日本の会社が他の日系企業のベトナム子会社
持分を購入するケース

（譲渡価額－購入価額－関連費用）×20％

ベトナム社の
持分譲渡

持分保有

A社で発生する資本譲
渡益はベトナムにおい
ても課税される

ベトナム
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日本（他の会社）B日本（親会社）A
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1. 免税申請
日本の出資者（A）が持分を譲渡した場合、日本とベ

トナムの両国で課税されることになり、二重課税とな
ります。
当該二重課税防止のため、ベトナムと日本は租税条
約を締結しており、一定の場合にはベトナムで免税申
請を行うことが可能となります。
日越租税条約第13条2項及び3項によると、次の①、

②のいずれかを満たした場合に、ベトナム（このケー
スでは）で資本譲渡税の課税権があると記載されてい
ます。

従って、上記要件に該当しない場合においては、ベ
トナムにおいて免税申請が可能となります。
また、日越租税条約では上記の「主に」については
どこからが「主に」となるのか、明確にされていません。
Circular205／2013／TT-BTC第27条によると、日越
租税条約のように租税条約に具体的な割合が記載され
ていない場合、50％が基準となると定められています。
また、不動産と総資産の割合については、資本譲渡
時点、直前の監査済財務諸表の期首時点、期末時点に
おける不動産÷総資産の単純平均により計算すると規
定されています。
なお、上記の通り、「監査済財務諸表」に記載され
ている数値をベースに、割合を計算すると記載されて
いるため、期中での免税申請に当たっては、貸借対照
表のみに対する特別監査が必要となります。

2. 免税申請手続
ベトナムでは条件を満たせば、納税者は自動的に免
税されるわけではありません。租税条約に基づく免税
を適用するには、税務当局に関連資料と共に免税申請
書類を提出する必要があります。

Circular156／2013／TT-BTC第20条によると、税

務申告期限の15日前に、ベトナム企業は下記の免税申
請資料を提出します。

また、実務上、免税要件を満たしていることを確認
するため、税務当局の要求に応じて下記の資料を提出
します。

また、当該免税手続を実施した場合であっても、通
常の資本譲渡税の法人税申告書を提出することが必要
となる点については、留意が必要となります。免税手
続により、資本譲渡税がゼロとなることを示した法人
税申告書の提出が必要です。
また、これらの租税条約に基づく免税申請が適用で
きているかは自己評価に基づき判断します。すなわち、
免税申請を行った後、税務当局はそれに対し、免税が
適用できているかどうかについて返信や承認行為は行
いません。
従って、免税要件を満たしているか不明な場合は、事
前に税務当局に対し、書面による問い合わせを行い、免
税要件を満たしているかについてのルーリングレター
を取得することをお勧めします。

資本譲渡税に関しては、まだ細部で不明確な点があ
り、特に免税申請については一般的な実務とはなって
いません。資本譲渡に当たっては、専門家に問い合わ
せ、慎重に手続を進めることをお勧めします。

Ⅳ　おわりに

Ⅲ　租税条約に基づく免税申請

①譲渡者が保有し又は所有する株式（当該譲渡者の特
殊関係者が保有し又は所有する株式で当該譲渡者が
保有し又は所有するものと合算されるものを含む）
の数が、当該課税年度中のいずれかの時点において
当該法人の発行済株式の少なくとも25％であるこ
と、かつ、譲渡者及びその特殊関係者が当該課税年
度中に譲渡した株式の総数が、当該法人の発行済株
式の少なくとも5％であること

②当該法人の総資産が主に不動産で構成されている
こと

• 租税条約に基づく免税もしくは減税に関する通知
（Form01／HTQT）

• 税務当局より入手した居住者証明書の写し（ベトナ
ム語への翻訳及び公証が必要）

• 資本譲渡契約の写し（公証が必要）
• ベトナム企業の投資登録証明書の写し（公証が必要）

• 譲渡元企業の登記事項証明書（ベトナム語への翻訳
及び公証が必要）

• 譲渡日及び直前期における監査済財務諸表の写し
（不動産割合の確認のため必要となる）

お問い合わせ先
EYホーチミン事務所
ジャパン・ビジネス・サービス
TEL：+84 28 3824 5252
E-Mail：takaaki.nishikawa@vn.ey.com
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